
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
（
以
下
こ
の
章
、
第
二
章
並
び
に
第
五
章
第

三
節
及
び
第
四
節
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。）で
あ
つ
て
次
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提

供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
を
受
け
る

者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及

び
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
一
条
の
三

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）で
あ
つ
て
次
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り

提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
を
受
け

る
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類

及
び
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
を
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
一
条
の
八
の
三

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条

か
ら
第
一
条
の
八
の
五
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三

に
お
い
て
「
妊
婦
等
」
と
い
う
。）の
助
産
を
担
当

す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
助
産
所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に

よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て

は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
五
に

お
い
て
同
じ
。）が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ

と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適

切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
三

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条

か
ら
第
一
条
の
八
の
五
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三

に
お
い
て
「
妊
婦
等
」
と
い
う
。）の
助
産
を
担
当

す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
助
産
所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に

よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て

は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
五
に

お
い
て
同
じ
。）が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ

と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適

切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付
に
は
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
妊
婦

等
に
対
し
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
記
載
す

る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
す

る
。

２

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付
に
は
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
妊
婦

等
に
対
し
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
記
載
す

る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
す

る
。

第
一
条
の
八
の
四

法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
八
の
四

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
八
の
五

助
産
所
の
管
理
者
は
、
法
第
六

条
の
四
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ

て
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
を
示
し
、
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
五

助
産
所
の
管
理
者
は
、
法
第
六

条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ

て
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
を
示
し
、
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
六
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

３

法
第
六
条
の
四
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の

を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の

を
交
付
す
る
方
法

４

（
略
）

４

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず

れ
か
に
よ
り
、
毎
年
十
月
五
日
ま
で
に
都
道
府
県

知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
報
告
書
は
、
毎
年
十
月
五
日
ま
で
に
都

道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
当
該
提
出
を
す
べ

き
地
域
医
療
支
援
病
院
の
開
設
者
及
び
都
道
府

県
知
事
が
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
講
ず
る
方
法

（
新
設
）

二

書
面
の
提
出

（
新
設
）

３

前
項
第
一
号
の
措
置
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
管

理
す
る
電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
に
第
一
項
の

報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報

を
記
録
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
法
第
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
す
べ
き
地
域
医
療

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
七
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）第
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿



（別添） 



４

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
開
設
者
が
厚
生
労
働
大
臣
が
管
理
す
る

電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
を
し
た
時

に
都
道
府
県
知
事
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
新
設
）

５

（
略
）

３

（
略
）

支
援
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
開
設
者
及
び
都
道

府
県
知
事
が
当
該
情
報
を
記
録
し
、
か
つ
、
当
該

情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
式
に
従
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
二
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二
の
二

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項

の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項

の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
九
条
の
二
の
三

（
略
）

第
九
条
の
二
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が

第
一
項
の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

４

第
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が

第
一
項
の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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